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豆まきで、元気！
　この日は、幼稚園で節分の豆まきです。園児
にカメラを向けると、手作りのお面の下から、
にっこりと笑顔を見せてくれました。
　園庭で豆まきが始まると、先生たちが「自分
の中の悪いものを追いだそう！」と、大きなかけ
声。豆まきで、風邪などの病気や、自分が直し
たいと思うことを体の外へ出そう、という意味だ
そうです。
　季節の割にみんな薄着でしたが、豆まきの
おかげで、病気もきっと逃げ出したはず。暖か
い季節は、もうすぐです。

（幼稚園での豆まき：2月3日撮影）

■名所　高田千本桜………………… 1
■総合体育館スポーツ教室生募集…… 2
■中央公民館学習講座・学級生募集…… ３〜4
■ヘルシーライフ……………………… 7〜8
■くらしの案内………………………… 9〜10
■お知らせＢＯＸ… …………………… 11〜12
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◎期間　4月1日〜翌年3月下旬

◎対象　
　市内在住または通勤、通学してい

る小学生以上の人（ただし、小学
生はスポーツ少年団としての活動）

◎ 申込方法　各教室の開催時に、
直接、申し込んでください。各申
込先は総合体育館（体育協会事
務局）にお問い合わせください。

〔総合体育館　☎22-8862〕

種　目 と　き・ところ
剣　道 ●   火・金　午後7時〜9時　武道館

柔　道 ●   月・金　午後7時〜9時　武道館

空手道
●   月・木　午後7時〜9時　武道館 ／  午後6時30分〜9時　浮孔小・磐園小
●   金　午後6時30分〜9時　高田中

少林寺拳法 ●   火・土　午後6時30分〜9時　武道館

合気道
●   火　午後6時30分〜7時30分　高田西中
●   木　午後6時30分〜9時　武道館  ●   土　午後1時〜4時　武道館

バスケットボール ●  火　午後7時〜9時 ●  小学生　火・金　午後5時30分〜8時　総合体育館

ウエイトリフティング ●   火・金　午後7時30分〜9時　総合体育館   　※対象：中学生以上

バレーボール
● 一般・ソフトバレーボール　火・金　午後7時〜 9時　● 女性　木　午後
1時〜 4時 ● 小学生　火・金　午後5時30分〜 7時30分　総合体育館

卓　球 ●   一般　月・木　午後7時〜9時 ●   女性　月　午前9時30分〜11時45分　総合体育館

バドミントン ●   一般　木　午後1時〜4時 ●   小学生　月・木　午後7時〜9時　総合体育館

ソフトテニス
●   一般　金　午前9時〜正午　総合公園
●   小学生　月　午後6時〜8時 / 土　午後6時〜9時　総合体育館

サッカー
●   小学生　月〜金　午後4時30分〜6時　土庫を除く各小学校　
●   中学生　火・木・金　午後7時〜8時30分　高田中学校

ソフトボール ●   女性　土  ●   小学生　土・日　午前9時〜正午　第2健民グラウンド

グラウンドゴルフ ●   木　午前9時〜11時　総合公園仮設グラウンド

テニス
● 一般  水・木・土  午前9時〜午後5時　● 小学3〜6年生  第2・4 土  
午前9時〜 11時（詳しくは、 　  ページを見てください）　総合公園　

◎市立病院の駐車場は、来院者専用です。絶対に、駐車し
ないでください。また、付近の商業施設への迷惑駐車も
しないでください。

◎3月31日（土）、4月1日（日）・7日（土）・8日（日）は、市役所、県
総合庁舎、保健センターの駐車場を開放します。（駐車台
数に限りがあるため、お待ちいただく場合があります）

　期間中、ぼんぼり設置、ライトアップを行います。詳しくは、大和高田商工会議所（☎22-2201）へ。

 期間　3月下旬〜 4月上旬
ところ　大中公園、高田川畔ほか

　3月20日から4月30日まで、大和高田市の中心市街地
周辺で、『たかだ まわっチャリ』を行います。これは、奈良県
の「一市一まちづくり」事業によるものです。「一市一まち
づくり」は、住民が元気で暮らしやすく、賑わいのあるまち
を、地域の特徴を活かしてつくろう、と進められています。

◎JR高田駅西の市営駐車場（有料）、近鉄大和高田駅北
側の駐車場（サイクルポート北側：有料）をご利用ください。

◎大中公園周辺に、駐車場はありません。車での来場を避
け、公共交通機関等をご利用ください。

〔産業振興課　内線265〕

▽利用料金　1回100円　　
▽自転車の貸出・返却場所　● 市役所 ☎22-1101

 ● 市立病院 ☎22-1101（市役所にかかります）※土日祝日定休
 ● さざんかホール ☎53-8200 ※月曜日・第2火曜日定休
 ● サイクルポート近鉄高田南 ☎25-0101
 ● サイクルポートJR高田 ☎25-0102
 ● 上田写真館（片塩商店街） ☎52-2185 ※日曜日定休
　『たかだ まわっチャリ』の利用方法は、市ホームページ
を参照するか、担当窓口までお問い合わせください。

〔都市計画課　内線669 ／産業振興課　内線260〕

春のコミュニティサイクル

平成 24 年度

体育協会主催
スポーツ教室生

募 集

13
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教室名 日程 時間 定員 受講料 傷害保険料

シェイプアップ
第1期　5月7日〜 6月25日の月曜日（8回）
第2期　9月3日〜 12月3日の月曜日（8回）
第3期　1月21日〜 3月18日の月曜日（8回）

前半
　午前9時20分〜 10時30分
後半　
　午前10時40分〜 11時50分

各
30名 3,000円 1,850円

リズムダンス 5月7日〜 6月25日の月曜日（8回） 午後3時30分〜 4時30分 30名 無料 800円

ソフトテニス
第1期　5月8 日〜 6月26日の火曜日（8回）
第2期　9月4日〜 11月27日の火曜日（8回）
第3期　1月15日〜 3月5 日の火曜日（8回）

初心者・初級
　午前9時〜 10時20分
中級・上級　
　午前10時30分〜 11時50分

各
20名 2,400円 1,850円

エアロビクス
第1期　5月8 日〜 6月26日の火曜日（8回）
第2期　9月4日〜 11月27日の火曜日（8回）
第3期　1月15日〜 3月5 日の火曜日（8回）

午後1時30分〜 2時30分 各
60名 6,000円 1,850円

健　　康
第1期　4月5日〜 5月31日の木曜日（8回）
第2期　9月6日〜 11月22日の木曜日（8回）
第3期　1月10日〜 2月28日の木曜日（8回）

午前9時40分〜 11時10分 各
50名 2,400円 1,850円

バレーボール 　　　　 6月7日〜 7月26日の木曜日（8回） 午前9時30分〜 11時 50名 800円 1,850円

バドミントン
第1期　5月11日〜 7月6日の金曜日（8回）
第2期　9月7日〜 11月30日の金曜日（8回）
第3期　1月11日〜 3月1日の金曜日（8回）

初心者・初級
　午前9時〜 10時20分
中級・上級
　午前10時30分〜 11時50分

各
20名 2,400円 1,850円

シルバー
リフレッシュ

第1期　5月11日〜 6月15日の金曜日（5回）
第2期　9月7日〜 10月5 日の金曜日（5回）
第3期　2月1日〜 3月1日の金曜日（5回）

午後1時30分〜 2時30分 各
30名 無料 1,000円

親　　子
エクササイズ

第1期　5月11日〜 6月15日の金曜日（5回）
第2期　9月7日〜 10月5 日の金曜日（5回）
第3期　2月1日〜 3月1日の金曜日（5回）

午後4時〜 5時 各
30組 無料

子ども
800円
保護者

1,850円

◎対象
 ● 市内在住、または通勤・通学している人
※シェイプアップ教室・エアロビクス教室は市外の人も可。
 ● リズムダンス教室は、平成18年4月2日〜平成19年4

月1日までに生まれた人
 ● 親子エクササイズ教室は、平成18年4月2日〜平成19

年4月1日までに生まれた人と保護者
 ● ソフトテニス教室の初級以上、バドミントン教室の中級以

上は、原則として平成23年度の教室生または経験者

◎申込方法　往復ハガキ（右記参照）送付または、所定の
申込書にハガキ1枚を添えて、直接、総合体育館へ。申込
書は総合体育館にあります。

◎受付期間　3月1日（木）〜 13日（火）※必着

◎受講手続き　受講決定通知のハガキに受講料を添え
て、手続期間中に、総合体育館まで来てください。辞退
する場合は、電話で連絡してください。

※手続きは、代理の人でも構いません。

◎注意
 ● 受講料は、全期分前納です。納入された受講料は、返

金できません。
 ● 傷害保険に、必ず加入してください。すでに他の傷害

保険に加入している人も、加入が必要です。

〔総合体育館　☎22-8862〕
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スポーツ教室生募集

平成24年度



3

第3土曜日　午前10時〜午後1時
定員　25名  講師　佐野幸代　受講料　200円×11回分

料理の基礎から応用まで 男性料理教室

第2土曜日　午前10時〜午後1時
定員　25名  講師　佐野幸代　受講料　200円×11回分

食卓を飾る家庭料理を 料理教室

第1・３火曜日（月2回）　午後1時30分〜 3時
定員　30名  講師　水本蒼穹　受講料　200円×22回分

書道を基礎から学ぶ 書道教室

第1・３日曜日（月2回）　午前10時〜正午
定員　15名  講師　上島伸五　受講料　200円×22回分

陶芸を基礎から学ぶ 陶芸教室

毎週水曜日（月4回）　午後1時30分〜 3時30分
定員　40名  講師　泉川二三代　受講料　200円×40回分

元気な女性コーラスの仲間に 若葉コーラス
第2・3木曜日（4月〜 9月）　午後1時30分〜 3時30分
定員　20名  講師　平井俊子　受講料　200円×11回分

着付けから着物文化を学ぶ 着付教室（前期）

毎週金曜日（月4回）　午後7時〜 9時
定員　20名  講師　吉田のりこ　受講料　200円×40回分

初級の日常英会話 英会話教室

毎週木曜日（月4回）　午後7時〜 8時30分
定員　30名  講師　劉金花　受講料　200円×40回分

初級の中国語講座 中国語教室

第1・３火曜日（月2回）　午前10 時〜正午
定員　15 名  講師　梶田富美子　受講料　200円×22回分

木や布、色々な物に描けます トールペイント教室

第1・3火曜日（月2回）　午後7時〜 9時
定員　10名  講師　表啓充　受講料　200円×22回分

木彫の基礎と作品作り 木彫教室

第4水曜日　午後1時30分〜 3時30分
定員　50名  　受講料　200円×11回分

女性の意識と教養の向上を図る 中央女性学級

第1・2・３土曜日（月3回）　午前9時〜正午
定員　10名  講師　赤松宗津　受講料　200円×30回分

伝統文化を楽しみながら茶道教室　

毎週水曜日（月4回）　午後7時〜 9時
定員　20名  講師　表啓充　受講料　200円×40回分

日本画の基礎と作品作り 日本画教室

第3木曜日　午後1時30分〜 3時30分
定員　40名 　受講料　200円×11回分

歴史、文化をビデオで学ぶ テレビで学ぶ会 

第2・4金曜日（月2回）　午後7時〜 9時
定員　15名  講師　畔上八寿男　受講料　200円×22回分

油絵、水彩画を楽しく制作美術教室 絵画・立体
パステル

毎週金曜日（月4回）　午後1時30分〜 3時30分
定員　100名  講師　稲垣とし枝　対象　60歳以上の人

みんなで集い、楽しいコーラスをコーラスひまわり ※初心者
男性歓迎

第2・4土曜日（月2回）　午後2時〜 4時
定員　20名  講師　中川敬甫　受講料　200円×22回分

生け花を楽しみましょう華道教室 未生流
中山文甫会

毎月1回　午後1時30分〜 3時30分
定員　各100名  対象　60歳以上（中央高齢者学級は市内在住、

菅原・陵西・土庫は、　原則、 各校区在住）

集う喜びと楽しい
学習で友だち作り 高齢者学級中央・菅原

陵西・土庫

中央公民館

学習講座・学級生募集

平成24年度
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◎対象　市内在住・在勤の人
◎受講料　 1回200円  
※「高齢者学級」「コーラスひまわり」は無料。
◎申込方法　3月15日（当日消印有効）までに往復ハ

ガキで中央公民館へ
◎受講料の納付　案内ハガキが届いた人は、年間分

の受講料を中央公民館へ納付してください。期日
までに納付がない場合、受講を取り消すことがあ
ります。納付された受講料は、お返ししません。

◎納付期間　4月1日〜 15日 午前9時〜午後4時30分
　　　　　　　　（土・日曜日も受付。月曜日は休館）
◎注意　
 ● 申込多数の場合、抽選（新規受講生優先）。
 ● 「書道教室」「陶芸教室」は再受講できません。
 ● 申し込みは1人1講座。ただし、「高齢者学級」「中

央女性学級」「テレビで学ぶ会」「若葉コーラス」「コー
ラスひまわり」は除きます。 〔中央公民館　☎ 22-1315〕

 ● 月4回の講座（40回講座）の場合、4月と9月に分け
て納付することができます。

 ● 受講料の他に、教材費等が必要です。
 ● 菅原・陵西・土庫高齢者学級には、校区外の人も参

加できます。

住宅用太陽光発電システム
（重要なお知らせ）

広報誌「やまとたかだ」に

市の情報をお知らせ

設置費補助金交付申請を受付中

広告を掲載しませんか

「いきいきまちだより」

ピック アップ

　大和高田市では、環境保護への取り組みとして、再生可
能エネルギーの普及を促進し、地球温暖化の防止、環境保
全意識の高揚を図るため、各家庭の太陽光発電システム
設置への補助制度を実施しています。
　平成23年度中に、住宅用太陽光発電の国補助金の交
付決定を受けた人は、大和高田市の補助金交付の申請が
できます。申請を済ませていない人は、受付終了日（平成24
年4月27日）までに、忘れずに申請してください。

〔環境衛生課　内線281・283〕

　広報誌「やまとたかだ」は、毎月初めに市内全戸に配布
し、公共施設に配置しています（平成24年1月現在、発行
部数28,800部）。広告の掲載基準など、詳しくはホームペー
ジでご覧いただけます。

▽規格と掲載料
 ● 縦54mm×横87mm：25,000円
 ● 縦54mm×横42.5mm：13,000円　※ともに、黒一色

▽ 申込方法　広告掲載申込書に掲載しようとする広告案
を添えて、広告の掲載を希望する広報誌の発行日の1か
月前までに、「広告掲載申込書」を提出してください。1掲
載号につき1枠としますが、同一ページの横に隣り合う同一
規格の2枠を、一つの広告として申し込むことができます。

◎ホームページのバナー広告も募集中
　平成23年4月、市ホームページをリニューアルしました。

（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/）
〔広報情報課　内線291〕

　奈良テレビ放送で放映されている「ゆうドキッ！」のコーナー
「いきいきまちだより」で、本市や県内各市のまちの話題を
お届けしています。

▽放送日時　毎週金曜日 午後6時30分ごろ〜

▽内容
 ● ニュース形式によるまちの話題（本市は月2回または3回）
 ● 市からのお知らせや行事の案内（毎週。その後1週間、奈

良テレビ放送のデータ放送で流れます）
※番組の放送時間や内容は、変更される場合があります。

〔広報情報課　内線291〕

平成24年度 中央公民館 学習講座・学級生募集

おとなのピアノ教室

▽とき
　4月5日・12日・19日・26日、5月10日・17日・24日・31日、
　6月14日・21日（いずれも木曜日）　午後1時〜 2時

▽ところ　葛城コミュニティセンター

▽対象　ピアノ未経験の成人

▽定員　10名 ※申込多数の場合抽選

▽受講料　2,000 円

▽会費　1期間（3か月）5,000円
　※別に、テキスト代約1,000円

▽講師　樫根香津子さん

▽申込方法　往復ハガキに「おとなのピアノ教室」、郵便番
号、住所、名前、電話番号を書いて、3月15日までに葛城
コミュニティセンター（〒635-0054 曽大根783-1）へ。

〔葛城コミュニティセンター　☎23-8001〕
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土地・家屋価格等縦覧帳簿・固定資産課税台帳の縦覧・
閲覧／冷蔵用倉庫の評価／軽自動車税の賦課期日市税

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳の閲覧

軽自動車税の賦課期日は、4月2日です

　平成24年4月から、入院の場合と同様に、後期高齢者医療の1か月1医療機関の外来受診の支払い額が、自己負担
限度額までになります。市民税非課税世帯で「低所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定
証」を医療機関に提示する必要があります。「認定証」を持っていない人は、保険医療課医療係に申請してください。

　1か月の医療費の自己負担限度額が下記の限度額を
超えた場合、超えた金額が高額療養費として支給され
ます。（診療月の3 〜 4か月後に、県後期高齢者医療広
域連合から、登録している銀行口座に振り込まれます）

▽ 1か月の自己負担限度額

〔保険医療課 医療係　内線553・537〕
※ 1 か月の総医療費が 267,000 円を超えた場合、超過額の 1％

の追加負担が必要です。

後期高齢者医療保険
外来受診にも自己負担限度額が適用されます

負担区分「一般」の場合の例自己負担限度額
3月31日まで 4月1日から

1か月の
窓口負担額

A病 院　　 15,000円
B医 院　　　9,000円
C薬局（処方箋：A病院）
　　　　　18,000円
D薬局（処方箋：B医院）
　　　　　  3,000円
合 計　　　45,000円

A病 院　　 12,000円
B医 院　　　9,000円
C薬局（処方箋：A病院）
　　　　　12,000円
D薬局（処方箋：B医院）
　　　　　  3,000円
合 計　　　36,000円

高額療養費
（後から返金
される金額）

1か月の自己負担限度額：
12,000円

窓口負担額：
45,000円-12,000円

＝33,000円
（高額療養費）

1か月の自己負担限度額：
12,000円

窓口負担額：
36,000円-12,000円

＝24,000円
（高額療養費）

外来（個人単位） 入院＋外来（世帯単位。入
院は限度額までの支払い）

現役並み所得者 44,400円 80,100円＋※1%

一　般 12,000円 44,400円

低所得者
Ⅱ

8,000円
24,600円

Ⅰ 15,000円

　土地や家屋が適正に評価されているか、市内の自分が
所有する物件や、それ以外の土地や家屋の価格を確認す
ることができます。△

縦覧期間　4月2日（月）〜 5月1日（火） ※土・日・祝日を除く
　午前8時30分〜午後5時15分△

縦覧できる人　市内の土地・家屋に係る固定資産税の
納税義務者とその同居家族△

縦覧場所　税務課（市役所2階）△

持ち物　運転免許証などの本人確認書類（代理人の場
合は委任状または同意書が必要）△

縦覧内容　他の人が所有する物件の土地縦覧帳簿（所
在・地番・地目・地積・評価額）と家屋縦覧帳簿（所在・家屋番号・
種類・構造・床面積・評価額）を、期間中のみ縦覧できます。税
額などは、縦覧の対象になりません。土地を所有する人は
土地のみ、家屋を所有する人は家屋のみ、縦覧できます。

　軽自動車税の、賦課期日が迫っています。
　軽自動車税（①軽自動車〈三輪・四輪〉②二輪の小型自動
車・250cc以下の二輪 ③125cc未満の原動機付自転車）は、毎
年4月1日現在の所有者に、課税されます（今年は4月1日が
日曜日となるため、4月2日）。自動車の移転登録（名義変更）

や抹消登録（廃車）等の各種手続きは、3月末までに済ませ
てください。なお、3月末は、窓口が大変混雑しますので、で
きるだけ早めに、手続きをお願いします。4月3日以降に廃車
手続きをしても、平成24年度軽自動車税は、課税されます。
◎手続き・問い合わせ先（車種によって手続先が異なります）

車種 手続先

①軽自動車
　（三輪・四輪のもの）

軽自動車検査協会奈良事務所
☎ 0743-58-3018

（大和郡山市額田部北町 980-3）
テレフォンサービス
☎ 0743-58-3226

②二輪の小型自動車
　（250cc以下の二輪）

近畿運輸局奈良陸運支局
（大和郡山市額田部北町 981-2）
テレフォンサービス
☎ 050-5540-2063

③125cc未満の
　原動機付自転車

大和高田市役所 税務課
☎ 22-1101 内線 245

　自分の所有する物件は、縦覧期間に関係なく、いつでも
固定資産税課税台帳を見ることができます。ただし、上記の
縦覧期間外は、手数料300円が必要となります。

〔税務課 市民税係　内線245〕

冷蔵用倉庫の固定資産評価について
　平成24年度より、非木造の冷蔵用倉庫（保管温度が
10℃以下に保てる倉庫）の評価基準（減価率）が変更にな
ります。該当家屋を所有している人は、現況確認を行い

ますので、税務課固定資産税係まで連絡してください。
詳しくは市ホームページにも掲載しています。

〔税務課 固定資産税係　内線257・268〕
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　国民健康保険被保険者証は、国保の被保険者であるこ
との証明書で、医療機関にかかるときの受診券です。4月
1日からの新しい保険証を簡易書留で送ります。次のこ
とに注意し、大切に取り扱いましょう。
①交付されたら記載内容を確認
　記載内容に間違いがあれば、必ず保険医療課へ届けて

ください。正しいものを交付します。
②病院に預けておかない
　紛失事故のもとになるため、必ず手元に保管しましょう。
③他人に貸したり、借りたりしない
　法律で禁じられており、違反すると罰せられます。
④紛失や破損した場合
　保険医療課に届け出て、再交付を受けてください。再交

付には、印鑑・身分証明書（免許証等）が必要です。
⑤コピーしたもの、有効期限の切れたものは使えません
⑥3月中に65歳になる退職被保険者の人
　4月から、保険証の種類が変わります（退職被保険者証

と被保険者証があります）。
⑦修学のため転出する時
　保険医療課に、届け出てください。届け出がないと資格が

なくなります。届け出には、学生証明書等が必要です。ま
た、修学を終えた時も、保険医療課に届け出てください。

　国民健康保険に加入していて70歳になる人には、
誕生月（1日生まれの人は誕生月の前月）の末頃に、高
齢受給者証を送ります。また、すでに高齢受給者証を
持っている人で、一部負担金の割合が「2割（平成24年3
月末までは1割）」の人には、「2割（平成24年7月末まで
は1割）」の高齢受給者証を、3月末頃に送ります。3割
負担の人は、変わりません。

　医療機関でもらっている薬を、ジェネリック医薬品に切り替
えられるかもしれません。ジェネリック医薬品（後発医薬品）と
は、最初に作られた薬（先発薬）の特許が切れてから作られ
た薬です。医師や薬剤師にお尋ねください。
　なお24年度の保険証を郵送する際に、「ジェネリック医薬
品希望カード」を同封します。国保に加入している世帯でご
利用ください。保険医療課にもあります。

〔保険医療課　国保給付係　内線563・568・578〕

　次のような場合は、届け出が必要です。
①加入するとき
 ● 他の市町村から転入したとき
 ● 職場の健康保険をやめたとき
 ● 子どもが生まれたとき
②やめるとき
 ● 他の市町村へ転出したとき
 ● 職場の健康保険・健康保険の扶養に加入したとき
 ● 死亡したとき
③その他変更があったとき
 ● 市内で住所が変わったとき
 ● 世帯主や氏名が変わったとき
 ● 世帯を合併したり分離したとき
※これ以外にも変更があった場合は、必ず届け出をしま

しょう。
★加入の届け出が遅れると… 加入しなければならないの

に届け出が遅れると、国保税をさかのぼって支払わなけ
ればなりません。また、保険証がないため、その間は医療
費の全額が自己負担となりますので、加入手続きは早め
に行いましょう。
★	やめる届け出が遅れると…他の健康保険の資格がで

きたのに、届け出が遅れると、国保税はそのまま課されま
す。また、保険証が手元にあると、うっかり使って診療を受
けることがあります。この場合、医療費の国保負担分は、
後で返していただくことになります。

　長い間、会社や役所などに勤めていて退職した人
で、次に該当する場合、その人と被扶養者は、65歳
になるまで、「退職者医療制度」で診療を受けていた
だきます。国保の適正な財政運営のためにも、また退
職被保険者の適用の適正化のためにも、退職者医療
制度に該当する人は、届け出をお願いします。
※該当すると思う人は、国民健康保険証・年金証書
（ 被 保 険 者 期 間が記 載されているもの）・印 鑑を
持って、保険医療課まで手続きに来てください。

※医療費の負担額や国保税に変更はありません。

▽退職者医療制度（退職被保険者「本人」）の対象者
 ● 国民健康保険に加入している、65歳未満の人
 ● 厚生年金や各種共済組合など（国民年金は除く）

の老齢年金や退職年金等の受給者で、その被保
険者期間が20年以上、または40歳以降に10年以
上ある人

▽退職被保険者（扶養）の対象者
 ● 退職被保険者本人と同世帯で、退職被保険者本

人の収入により生計を維持している配偶者と、三親
等内の人で65歳未満の人

 ● 収入金額は130万円未満（60歳以上、または障が
い者は、180万円未満）

変更があったら届け出を 国民健康保険
４月１日からは新しい保険証に 各種届け出はお早めに

高齢受給者証の交付

薬代の軽減に、ジェネリック医薬品

退職者医療制度に該当する人は届け出を
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もぐもぐ教室
（妊婦交流会）
もぐもぐ教室
（妊婦交流会）

　子どもの栄養と離乳食のお話、試
食を行います。初めての子育てにと
まどっている人は、参加してくださ
い。妊婦交流会も、同時開催します。
妊婦さんもぜひ、ご参加を。△

とき　4月16日（月）  午後1時30分
〜 4時（受付：午後1時15分〜）△

ところ　保健センター△

対象　平成23年9月・10月生まれ
の乳児（第1子）と保護者　

※第2子以上は要相談△

持ち物　母子手帳・赤ちゃんに必
要なもの（オムツ、ミルク、バスタオ
ル等）△

申込方法　保健センターへ電話、
または窓口で。

※家族の人が、申し込んでください。

妊婦健康診査補助券綴り
をお持ちの人へ

妊婦健康診査補助券綴り
をお持ちの人へ

　昨年4月から今年3月31日までの
間に、母子健康手帳と一緒に配布し
た妊婦健康診査補助券綴りの各ペ
ージに、「この補助券は、制度変更
により平成24年4月以降は使用でき
ない可能性があります」と記載して
いますが、引き続き、4月以降も使
用することができます。

ウェルカムベビー教室
（Aコース）

ウェルカムベビー教室
（Aコース）

　妊娠や出産、子育てのことを知り、
お友だちづくりに、ぜひ、ご参加を。

▽対象　平成24年7月〜10月出産
予定の人で、初めてお母さん・お父
さん・家族になる人（経産婦さんは
相談してください）

回 月　日 受付時間 内　容 終了予定

1 4月4日（水） 午前9時〜
9時15分

妊娠中・出産後に気をつけること
栄養のお話、調理実習 午後1時

2 4月23日（月） 午前9時〜
9時15分

赤ちゃんのお風呂の入れ方、赤ちゃんとの生活、
妊婦体操　※家族の人も妊婦体験ができます 正午

3 5月10日（木） 午前9時〜
9時10分

妊婦歯科健診
（２歳児歯科健診も同時開催） 午前9時40分

4 6月15日（金） 午後1時〜
1時30分

妊婦交流会（もぐもぐ教室も同時開催）、離乳食の
お話、先輩ママ・赤ちゃんとの交流会 午後4時

5 6月18日（月） 午前9時〜
9時15分

赤ちゃんの接し方・遊び方
お産の経過・呼吸法とリラクゼーション 正午

▽ところ　保健センター

▽ 持ち物　母子手帳、筆記用具、
動きやすい服装で（1回目は、ほか
にエプロン、三角巾、タオル、マスク）

▽ 費用　1回目のみ調理実習のた
め 500円

▽ 申込方法　保健センターへ電話
または窓口で

乳幼児ポリオ予防接種
成人ポリオ追加予防接種
乳幼児ポリオ予防接種
成人ポリオ追加予防接種

　4月6日から、校区別にポリオ予
防接種が始まります

▽対象者　本市に住民登録または外
国人登録があり、次に該当する人

 ● 乳幼児　生後3か月〜 90か月（7
歳6か月）未満

※ 4月6日（金）に、生後3か月に達
している乳児以上が対象です。
先にBCG接種を済ませてから、
来てください。

※三種混合（1期初回3回）が接
種途中の人は、三種混合3回を
済ませてから、来てください。

 ● 成人　昭和50年1月1日〜昭和
52年12月31日生まれ（過去に2
回ポリオ生ワクチンを服用した人の
み。母子健康手帳で確認します）

▽日程
月　日 対象校区

  4月　6日（金） 高田校区
  4月　9日（月） 陵西・菅原校区
  4月10日（火） 磐園校区
  4月11日（水） 浮孔校区
  5月　8日（火） 片塩校区
  5月　9日（水） 土庫・浮孔西校区

▽受付時間　
 ● 乳幼児　午後1時30分〜 2時30分
 ● 成人　午後2時〜 2時30分
※接種日時・校区は厳守してください。

▽ところ　保健センター

▽費用　無料

▽申込方法　
 ● 乳幼児　校区該当日以外の日に

接種を希望する人は、前日までに
保健センターへ連絡してください。

※当日、会場での申し込みはできま
せん。

 ● 成人　4月5日（木）までに保健セ
ンター窓口へ。予診票と注意事
項を渡します。

▽持ち物　
 ● 乳幼児　母子健康手帳、予防接

種手帳内ポリオ予診票（必要事
項を記入）

 ● 成人　母子健康手帳、予診票

▽注意　
 ● 乳幼児　未接種の兄弟姉妹がい

る場合は、二次感染を避けるた
めにも、同じ日に受けてください。
１～２か月以内に出産予定のある
人が同居している場合は、接種
を控えてください。

※保護者（父または母）の同伴が
必要です。保護者以外の人が来
る場合は、委任状が必要です。

 ● 成人　予防接種法に基づくもので
ないため、健康被害が生じた場合
には、国の補償はありません。医
薬品医療機器総合機構法に基づ
く、医薬品副作用被害救済制度
の対応となります。

※国で、不活化ポリオへ切り替えの
準備をしています。秋ごろの予
定ですが、今後の広報誌とホーム
ページでお知らせします。詳しく
は、保健センターまで。
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※検診等に関するお問い合わせは、保健センター（☎23-6661）へ。

作
り
方

①小松菜は3 〜 4ｃｍの長さに切る。卵は割りほぐし、塩・こしょうを少々入れる。
②フライパンにサラダ油大さじ1/2を熱し、卵を流し入れ、ざっくり混ぜ炒め、全体に火が通ったら
　取り出す。
③フライパンに残りのサラダ油を入れ、えびを炒め、色が変わったら小松菜を炒め、酒を入れてさ

らに炒める。塩・こしょうをふり、炒り卵を戻し入れ、さっと炒める。　
　　　　　　　　　〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

材　料（2人分）

《エネルギー 132kcal　塩分 1.3g》（1人分）

えびと小松菜の卵いため

食生活改善推進員
　　有井貞子さん

色どりもよく、栄養
満点の一皿です。

小松菜　……… 1/2束 　
むきえび ……… 80g
卵  …………… 2個
塩  …………… 少々
こしょう  ……… 少々
酒  …………… 大さじ1/2
サラダ油 ……… 大さじ1

広告欄

△

受付期間　３月1日（木）〜３月２３
日（金）　※土・日・祝日を除く、午前９
時〜午後５時まで△

登録募集職種
　保健事業に携わる保健師の業務△

提出物　履歴書、保健師免許証
（写）△

採用　求人のある場合、登録者へ
随時連絡し、選考（面接等）の上、
採用となります。

　今号より、前号まで掲載してい
た、「ヘルシーカレンダー」が終了
となりました。
　今後は、本誌に折り込みの「保
健事業のご案内」を活用してい
ただくよう、お願いします。また、
市ホームページにも「保健事業
のご案内」を掲載していますの
で、ご参照ください。

アルバイト職員
の登録募集
アルバイト職員
の登録募集

※申込方法等、詳しくは、保健セン
ターまで。
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　昼間、納付が困難な人や納付・納
税相談が必要な人は、ご利用くださ
い。時間は午後5時15分〜 8時です。

　　固定資産税・都市計画税
　　市県民税、軽自動車税窓口

△

とき　3月1日・8日・15日・
　　　　　　　22日・29日（木）△

ところ　市役所2階 収納対策室
　☎ 22-1108（夜間窓口専用）

　　国保税窓口

△

とき　3月8日・22日（木）△

ところ　市役所1階 保険医療課
　☎ 22-1105（夜間窓口専用）

　　水道料金窓口

△

とき  3月7日（水）【次回予定 4月4日（水）】△

ところ　上下水道部料金係
　☎ 52-1366（夜間窓口専用）
※4か月（2回分）滞納すると、自動

的に給水停止になります。

★☆ 夜間窓口 ☆★★☆ 夜間窓口 ☆★
ご利用ください

国保税、市税、水道料金、し尿くみ取り手数料、介護保険料（普通徴収分）の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

水もれは水資源のムダ遣い
　道路上や水路で水もれを発見した
時は、すぐに水道工務課（夜間・緊急
時も☎52-3901）へ、お知らせください。

悪質な業者にご注意
　家庭を訪問し、水道水の検査や水
道管の点検・清掃・修理、浄水器の取
替・販売を行う、悪質な業者が増えて
います。上下水道部では、各家庭から
の修理依頼を受けた場合以外に、訪
問することはありません。不審に思った
ら、水道工務課（☎52-3901）までお
問い合わせください。

納期はすでに過ぎています
国民健康保険税第8期分
　各納期の納め忘れがないか、確か
めてください。納め忘れがあれば、す
ぐに納付してください。
☆国民健康保険税を、災害その他、

特別な事情がないのに 1 年以上
滞納した場合、法律により、資格
証明書の交付をします。この場合
以外でも、滞納の状況によっては、
短期保険証を交付します。
納税相談に来てください
　災害や失業・病気等、特別な理
由で納期内の納付が困難な人や、
課税内容等に疑問のある人は、保険
医療課まで来てください。

〔保険医療課　内線 564〕

申請はお済みですか？
子ども手当の申請期限は
３月３０日（金）です
　平成23年10月から、子ども手当が変
わりました。手当を受給するには、これま
で手当を受給していた人も含め、支給
対象者全ての人の申請が必要です。
※公務員の人（独立行政法人の職

員、公益法人等への派遣職員、日
本郵政グループ職員等は除く）は、
勤務先で申請してください。

◎申請の手続き
　支給は、申請があった月の翌月分から
となります。早めに申請してください。手
続きが遅れると、遅れた月分の手当が、
受けられなくなります。ご注意ください。
※ただし、昨年9月まで大和高田市で

手当を受給していた人は、平成24
年3月30日までに申請をすれば、
10月分からの手当を受給できます。

※申請に必要な書類等詳細は、お問
い合わせください。
子ども手当受給の消滅届
　次の場合、手当の受給資格がなくな
ります。必ず、児童福祉課で「受給事
由消滅届」の手続きをしてください。
 ● 受給者の転出で、住所が他の市区
   町村や海外に変わるとき
 ● 支給対象となる子どもの住所が、海
   外に変わるとき
 ● 支給対象となる子どもを、養育しなく
   なったとき
 ● 受給者が、公務員になったとき（公務

 ● 該当する人は、児童福祉課で請求
手続きをしてください。認定された場
合、請求した月の翌月分から支給さ
れます（要件に該当していても、請求
月以前の手当は支給されません）。

 ● 必要書類、支給条件等の詳細は
児童福祉課までお問い合わせくだ
さい。窓口に来る場合は、本人確認
ができるもの（免許証・保険証など）
を持って来てください。

〔児童福祉課　内線567・576〕

員は、勤務先での受給となります）
 ● 支給対象となる子どもが、施設に入
   所、もしくは里親に預けられたとき
※手当の支払超過分が生じた場合

は、返還していただくことになります。
受給申請をお忘れなく
児童扶養手当・特別児童扶養手当
※すでに受給をしている人は、手続

き不要です。
【児童扶養手当】

▽支給対象者　父または母と生計を
共にしていない家庭、または、父ま
たは母に一定の障がいがある家庭
で、児童（18歳になった年度の3月
31日までの間にある人）を養育して
いる父・母・養育者のいずれかの人

▽ 手当月額　所得制限により、次の
いずれかになります。

 ●41,550円（全部支給）
 ●9,810円〜 41,540円  （一部支給）

【特別児童扶養手当】

▽支給対象者　20歳未満の、身体ま
たは精神に重度または中度以上の
障がいのある児童を、家庭（児童施
設等入所児童を除く）で養育してい
る父母、または、父母にかわって児
童を養育している人

▽手当月額（児童1人あたり）
 ● 1級　50,550円
 ● 2級　33,670円
◎児童扶養手当・特別児童扶養

手当申請時の注意
 ● 受給者、配偶者、扶養義務者など

の収入が限度額以上の場合は、支
給されません。※受給者が公的年
金を受けている場合は、児童扶養
手当は、支給されません。
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申込方法：預貯金通帳、届出印、納付書または使用水量のお知らせ等を持って、金融機関、郵便局または各担当課窓口へお越しください。

　　　　　詳しくは、各担当課までお問い合わせください。

  上下水道部（水道部門）
   ☎ 52-1365 
  夜間・緊急時 ☎ 52-3901
※くれぐれも、かけ間違いのない

ようにお願いします。

広告欄

児童虐待？ 下記へ連絡を！
 ● 市児童福祉課（家庭児童相談室）
                ☎ 23-1195
 ● 県中央こども家庭相談センター
　          ☎ 0742-26-3788
 ● 県高田こども家庭相談センター
　          ☎ 22-6079

午後6時まで時間延長

△

3月の実施日
　3月1日・8日・15日・22日・29日（木）△

時間　午後6時まで△

取り扱い発行業務
 ● 住民票の写し
 ● 住民票記載事項証明書
 ● 外国人記載事項証明書
 ● 印鑑登録証明書
 ● 戸籍謄本・戸籍抄本
※発行業務だけです。転入・転

出、印鑑登録・廃止などはで
きません。

〔市民課　内線526・527〕

市民課窓口業務市民課窓口業務

私は、現在国民年金に加入し
ています。平成23年度は、学
生のため、年金保険料を納め

ることができなかったので、学生納
付特例の申請をしました。平成
24年度も、引き続きこの申請を
したいのですが、いつ申請を
すればよいでしょうか。

年金Q&A年金Q&A

平成24年度も引き続き学生であ
る場合は、学生納付特例の申

請をすることができます。平成24年度
の申請をする人は、平成24年4月以
降に、市民課年金係で申請をしてくだ
さい。申請のときは、学生証と印鑑を
持って来てください。

  〔市民課年金係　内線528・529〕

A

市税の納め忘れはありませんか
　平成23年度「固定資産税・都市計
画税・市県民税・軽自動車税」の納期
限が、すべて過ぎています。一度に納
めるのが困難な場合や、特別な事情
で納付できない場合は、早めに収納
対策室まで、相談に来てください。その
まま納付がなく、何も連絡がない場合
は、差し押さえを前提とした、財産調査
をすることになります。
　納め忘れの市税があれば、至急、納
付してください。昼間、仕事などで忙しい
人は、夜間窓口をご利用ください。

65歳以上のみなさんへ
介護保険料の納付を忘れずに
　介護保険料を未納のままにしておく
と、滞納期間に応じて、介護保険の給
付が制限される場合があります。今、
介護保険のサービスを利用していない
人も、今後サービスを受けることになっ

たとき、次の措置がとられます。
◎1年以上滞納すると
　介護サービスを利用したとき、いった
ん利用料を全額支払い、後日、市か
ら9割分の払い戻しを受ける『償還払
い』になります。
◎1年6か月以上滞納すると
　『償還払い』になった給付費の一
部、または全額を、差し止められます。
なお、滞納が続く場合は、差し止められ
た額から、保険料が差し引かれます。
◎2年以上滞納すると
　滞納期間に応じて、利用料が1割か
ら3割に引き上げられます。また、高額
介護サービス費等の給付が、受けられ
なくなります。
　災害や特別な事情で、一時的に保
険料の減免や、徴収猶予される場合
があります。詳しくは、介護保険課まで
お問い合わせください。

〔介護保険課　内線572・573〕

納税は便利な口座振替で
　納付書に、口座振替の申込書を添
付しています。ぜひ、ご利用ください。△

申込方法　申込書、通帳、届出
印を持って、金融機関の窓口へ△

振替日　各納期月の月末（ 末日が
休日・祝祭日の場合は翌営業日）
納期限後の納税
　納期限後に納付すると、納期限  
の翌日から納付日までの日数に応じ、
その納付税額に、年14.6%の割合で
延滞金を加算した額での納付となりま
す。ご注意ください。

〔収納対策室　内線253〕
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■天満診療所健康教室△

とき　3月15日（ 木） 午後1時〜 2時△

ところ　天満診療所△

テーマ　「肝臓の病気」△

講師　医師　梅本典江
　　　〔天満診療所　☎52-5357〕

■陵西公民館「自主サークル教室」

▽定員　各教室5名
※申込多数の場合、抽選

▽費用　教材費、その他必要経費

▽ 申込費用　往復ハガキに、住所、
名前、年齢、電話番号、希望教室
名を書き、3月19日（月）までに、陵西
公民館（〒635-0074市場276-1）へ。

※月曜日、第1・3火曜日、祝日は休館。
問い合わせは午後1時〜5時に。

〔陵西公民館　☎23-3562〕
■子育て支援センターで遊ぼう
◎プレイルーム
　いろいろな遊具があり、就園前の子
どもが安心して遊べます。親子・親同
士・子ども同士で楽しく遊びながら、友

教室名 開催日 時間

かな書道 第1・3土曜日 午後1時30分〜 4時

華道（未生流）第2・4土曜日 午後1時〜 4時

ちぎり絵 第1・3日曜日 午後1時〜 5時

茶道（裏千家）第1・3水曜日 午後1時〜 4時

洋裁 第2・4日曜日 午後1時〜 5時

料理 第1日曜日 午後1時〜 4時

写真 第3土曜日 午後6時30分〜 9時

謡曲（観世流）第1・3土曜日 午後1時〜 4時

尺八 木曜日（月4回） 午後7時〜 9時

民踊 第1・2・3金曜日 午後1時〜 4時

大正琴 第2・4水曜日 午後1時〜 4時

民謡 第1・3水曜日 午後7時〜 9時

歌謡（カラオケ） 第2・4土曜日 午後1時〜 3時

水墨画 第2・4木曜日 午後1時〜 4時

押花・グラスアート 第1木曜日 午後1時〜 5時

コーラス 水曜日（月4回）午後1時30分〜 4時

折紙 第1金曜日または
第3木曜日

午後1時30分
〜 4時

フラダンス 第1・3水曜日 午後1時〜 4時
▽時間　いずれも午前10時〜正午

▽ところ　子育て支援センター（総
合福祉会館3階研修室）

▽ 申込方法　往復ハガキに、子ども
の名前（ふりがな）、生年月日、保護
者の名前、住所、電話番号、希望
コースを書いて、3月19日（月）【当日
消印有効】までに子育て支援センター

（〒635-0077池田418-1）へ。
※申込多数の場合、抽選。
〔子育て支援センター ☎23-1501〕

期間・曜日 対　象
Aコース
4月10日から
の火曜日

市内在住の未就園児で、平成
21年4月2日〜 9月30日生ま
れの子どもと保護者15組

Bコース
4月12日から
の木曜日

市内在住の未就園児で、平成
21年10月1日〜 翌 年4月1日
生まれの子どもと保護者15組

◎のびのび広場
期間・曜日 対　象

4月17日
5月8日・24日
6月12日・28日

市内在住の未就園児で、平
成20年4月2日〜翌年4月1
日生まれの子どもと保護者
25組

とき
4月18日〜9月26日 毎週水曜日

（全23回）　午後7時〜 9時
定員 30名 テキスト代 1,200円

※祝日・お盆は休講

▽ 対象　18歳以上で市内在住・在
勤・在学の人

▽申込方法　4月6日（金）までに、電話
で総合福祉会館へ。

〔総合福祉会館　☎23-0789〕
■すくすく・のびのび広場（春コース）
　お友だちや先生と、楽しく遊びましょう。
◎すくすく広場

とき
4月13日〜11月2日 毎週金曜日

（全28回）　午前10時〜正午
定員 20名 テキスト代 1,470円

◎基礎課程（入門課程修了者・手話
活動1年以上の経験者）

広告欄

★広報誌「やまとたかだ」を市ホームページに掲載　インターネットでも、広報誌をみることができます。大和高田市
　ホームページ（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/)でご覧ください。　〔広報情報課　内線 291〕

だちを作りましょう。子育てで知りたい
こと、不安なことがあれば、気軽に声を
かけてください。

▽とき　火〜土曜日　午前9時〜午
後4時　※申込不要

※月曜日が祝日の場合、火曜日も休館

▽ところ　総合福祉会館  1階
◎ベビー・ひよこランド
　同年齢の子どもと保護者が集まり、
友だちを作ることができる、安全で安心
して遊べる場所です。※申込不要

▽とき　4月19日、5月10・22日、6月
14・26日　午前10時〜正午 

▽ところ　総合福祉会館3階研修室

▽ 対象　市内在住の未就園児で、
平成22年4月2日生まれ以降の乳
幼児の子どもと保護者※申込不要

※対象年齢以上の兄姉の参加は、で
きません。

◎チビッコ広場
　楽しい遊びがいっぱい。お友だちを
誘って参加しましょう。※申込不要

▽とき　4月20日（金）、5月11日（金）
　午前10時〜 ※時間厳守
※3月9日はお楽しみ会（人形劇）です。
　受付：9時45分〜

▽ところ　総合福祉会館3階研修室

▽対象　在宅の未就園児
〔子育て支援センター ☎23-1501〕
■手話奉仕員養成講座
◎入門課程（初心者）
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午前9時15分〜 9時30分 陵西公民館

午前9時45分〜10時 橘町集会場前

午前10時15分〜10時30分 築山公園前

午前10時45分〜11時 塙コミュニティセンター

午前11時15分〜11時30分 東部子ども会館

午前11時45分〜正午 片塩幼稚園東側道路

午後1時15分〜 1時30分 総合体育館

午後1時45分〜 2時 大和ガス南側道路

午後2時30分〜2時45分 菅原公民館

午後3時〜3時15分 ネオシティ大和高田正面玄関前

午後3時30分〜3時45分 葛城コミュニティセンター

午後4時〜4時15分 春日町会館前

3月のし尿収集予定

　日程は都合により、変更になることも
ありますので、ご了承ください。（地区名
は、一部通称名を使用しています）

 ●トラブルを避けるためにも立会をお願
いします。

 ●し尿くみ取りの妨げになるペット類・鉢
植えなどは、作業場所・通路に置かな
いようお願いします。

 ●転居の場合は、それまでの手数料を精
算し、くみ取り登録を廃止してくださ
い。そのままにすると転居後におこな
われたくみ取り手数料が請求されま
す。また、世帯主などに変更があった
場合も、届け出が必要です。

 ●人員に異動のあるとき、浄化槽および
下水道に切り替えたときも市役所環
境衛生課までご連絡ください。

 ●臨時くみ取りは、作業日の調整が必要
ですので、委託業者〈おおやまと環境
整美事業協同組合☎52-2982〉〈大
和清掃企業組合☎52-3372〉に直接
申し込んでください。

■使用済みの食用油の回収△

3月の回収日　3月26日（月）

◎環境衛生課（ 市役所別棟1階）で
は、毎日回収しています（ 土・日・祝日
を除く）。

◎さざんかストリートの「生活雑貨ささおか」
で回収しています。ご利用ください。

◎油の入ったビンやカンは、リサイクル
できないため、処理が困難です。使
用済み食用油は、固めずに、食用
油の容器（ペットボトルが最適）などに
入れて持ってきてください。

　　　　 〔環境衛生課　内線281〕

日 曜 収　集　区　域

1 木 大谷、北角、敷島町、出、秋吉住宅
奥田県住

2 金 敷島町、奥田、吉井、根成柿

5 月 敷島町、吉井、根成柿、藤森、池尻
築山

6 火 根成柿、吉井、秋吉、旭北町、三和町
神楽、日之出西・東本町、有井

7 水
東中1・2丁目、春日町1・2丁目
西坊城、出、東雲町、土庫住宅、有井
日之出町

8 木
東中、南本町、北片塩町、礒野、出
勝目、田井、松塚、大東町
土庫1・2・3丁目、花園町

9 金 大中南、大中北、礒野西、曙町
材木町、昭和町

12 月 新田、岡崎、中町、池田、領家
13 火 北市場、野口、西代
14 水 市場、有井、出屋敷

15 木 西三倉堂1・2丁目、中三倉堂1・2丁目
西町、内本町、有井

16 金 西三倉堂1・2丁目、中三倉堂1・2丁目
甘田町、曽大根

19 月 敷島町
21 水 曽大根、南陽町
22 木 蔵之宮町、大中東
23 金 甘田町、蔵之宮町
26 月 今里、旭北町、旭南町

27 火 栄町、北片塩町、東三倉堂町
旭北町

28 水 築山、南今里町、中今里町、片塩町
礒野東町

29 木 築山、永和町、礒野南町、内本町

30 金 築山、本郷町、北本町、高砂町
永和町

■選挙人名簿の縦覧

▽とき　3月3日（土）〜 7日（水）
　午前8時30分〜午後5時

▽ところ　選挙管理委員会事務室
　　　　 （市役所3階）
☆3月2日現在で、大和高田市の選挙

人名簿に定時登録される資格のあ
る人

★定例市議会のご案内☆　定例市議会は、毎年3月・6月・9月・12月に開催されます。詳細は、議会事務局（内線 401）
　までご連絡ください。※大和高田市議会は、ホームページで、議会情報を発信しています。

広告欄

 ● 平成4年3月2日以前（3月2日を含
む）に生まれた人

 ● 平成23年12月1日以前（12月1日を
含む）に大和高田市で住民票が作
成され（他の市町村から住所を移し
た人は転入届をしていること）、引き
続き3月1日現在、大和高田市の住
民基本台帳に登録されている人

◎在外選挙人名簿の縦覧
　外国に住んでいても国政選挙に参
加できる、「在外選挙」の選挙人名簿
の縦覧も、あわせて行います。

〔選挙管理委員会事務室　内線353〕

■選挙啓発標語募集

▽対象　市内在住・在勤・在学の人

▽応募数　1人5点まで

▽応募方法　4月30日までに、郵便番
号・住所・名前・電話番号・標語を書
いて、ハガキ、FAX、Eメール、持
参のいずれかの方法で。

▽ 宛先　〒635-8511 大中100-1　
　明るい選挙推進協議会「選挙啓

発 標 語 募 集 」係、 22-7224、
　Eメールアドレス　senkyo@city.

yamatotakada.nara.jp

▽入賞　最優秀賞1点、優秀賞数点
※要項は、市内公共施設・ホームペー

ジにもあります。
〔選挙管理委員会事務室　内線353〕

■高田温泉さくら荘の利用を！

▽ 休館日　月・火曜日（祝・休日に
あたる場合も休館）、年末年始

▽開館時間　午前10時30分〜午後
6時30分（入館は午後6時まで）

※ 80歳以上の人は、「80歳以上さくら
荘入館証」の申請により入館無料
〔高田温泉さくら荘　☎ 23-4126〕

市
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。
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●NAISTサイエンス塾

▽とき　4月14日（土）
①午前9時30分〜 10時30分
②午前11時〜正午 ③午後1時〜 2時
④午後2時30分〜 3時30分

▽ところ　高山サイエンスプラザ4階
（近鉄学研北生駒駅よりバス、サイ
エンスプラザ下車）

▽ 内容　「作ってみよう！ロボ道場（自
作編）」

▽参加費　500円

▽対象　小学生　※保護者同伴

▽定員　各回8名（抽選制）

▽ 申 込 方 法　 メー ル（kagaku@
science-plaza.or.jp）、FAX（
0743-72-5819）、ハガキ（ 〒630-
0101 生 駒 市 高 山 町8916-12）
で、イベント名、希望時間（第4希望
まで）、名前（フリガナ）、学校名、
学年、住所、メールアドレス、電話・
FAX番号を書いて、3月26日【必着】
までに奈良先端大支援財団へ

※当選者のみ、4月5日までに通知。
〔奈良先端大支援財団

☎0743-72-5815〕
●コリアの匠一金箔工芸品を作ろう!
　大和高田	

ケグリ　　オリニ
	会

　「ケグリ」とは「蛙」、「オリニ」とは「子ど
も」という意味です。△

とき　3月18日〜 4月22日（毎週日
曜日） 午後1時〜 2時（6回シリー
ズ）△

ところ　大和高田ケグリ・オリニ会 
（花園町バス停すぐ）△

内容　朝鮮・韓半島に伝わる伝統
模様を、金箔線や伝統紙などで描
いて、華麗で趣のある工芸品を作り
ます。△

対象　子どもから大人まで、どなた
でも参加できます。△

参加費　各回2,000円△

持ち物　筆記用具△

申込方法　1週間前までに、FAX
または往復ハガキで申し込みくださ
い。FAX・郵便以外の受付、返信
は、行っていません。△

連絡先　キﾑ・カンヂャ（金康子）
　土庫726-2　 52-0402

●奈良県障害者スポーツ大会
日 内　容

4月22日（日） バスケットボール
ソフトボール

4月29日（日） 卓球、サッカー
フットベースボール

5月20日（日） 水泳競技
5月27日（日） 陸上競技
6月3日（日） フライングディスク

▽申込期限　3月16日（金）
※参加資格、申込方法等、詳しくは

社会福祉課まで。
〔社会福祉課　内線 538〕

●子どもテニススクール

▽期間　4月〜 12月 第2・4土曜日
　　　　午前9時〜 11時

▽ところ　総合公園テニスコート

▽ 対象　新年度からの新3年生〜 6
年生　※初めての人歓迎

▽定員　40名

▽費用　年間1,000円（保険料・通信費）

▽申込方法　往復ハガキに住所・名
前・保護者の名前・電話番号・メールア
ドレスを書き、3月24日（土）までに石井
一夫（〒636-0036 旭北町8-31）へ。

〔体協テニス部　石井
☎090-3948-0499〕

●市民法律講座

●民
う

謡
た

と踊りと野点の祭典

▽とき　4月1日（日） 午後1時〜

▽ところ　大中公園内「桜華殿」

▽内容　 ● 民謡と踊りの競演
（文化協会芸能部）

       　　　　● 野点（文化協会茶華道部）

〔文化協会 福本君子　☎52-1475〕
●第25回片塩寄席

▽とき　3月4日（日） 開演：午後2時
（開場：午後1時30分）

▽費用　木戸銭1,000円

▽ところ　片塩カルチャーセンター

◎錣山部屋のちゃんこ鍋会食

▽とき　3月4日（日） 午後5時〜　※有料

▽ところ　片塩カルチャーセンター前
〔片塩振興協議会　布川清澄

☎52-4189〕
●アルコール関連問題県民セミナー

▽とき　3月7日（水） 午後1時〜 4時  

▽ところ　県産業会館（幸町 2-33）

▽内容　講演「もしかしてアルコール
依存症」「家族のやってはいけな
いこと、やって欲しいこと」、酒害
相談会　※申込不要・無料

〔県精神保健福祉センター
☎ 0744-43-3131〕

●つどいの広場　土曜サロン

◎子供朗読教室

とき 毎月第2土曜日
午前10時30分〜 11時30分

講師 廣田加津子さん
対象 4歳〜小学生

とき 毎月第3土曜日
午前10時30分〜 11時30分

講師 田丸佳世子さん

対象 2 〜 4歳の幼稚園・保育園児と
保護者

◎親と子の音楽サロン

▽ところ　オークタウン4階　子育てス
テーション

▽費用　いずれも1回500円

▽ 申込方法　往復ハガキに住所・名
前・保護者の名前・年齢・電話番
号・希望の教室を書いて、3月20
日（火）までに田丸佳世子（〒635-
0065 東中2-13-23）まで。

〔NPO法人マーマの里
　　　　　　田丸　☎22-1438〕

開催日 テーマ

  4月14日（土） 弁護士に依頼する方法
とポイント

  5月12日（土） 消費者問題
  6月  9日（土） 隣人トラブルと法律
  7月14日（土） 離婚問題
  8月  4日（土） 裁判員制度と死刑問題
  9月  8日（土） 不動産売買
10月13日（土） 相続・遺言
11月10日（土） 交通事故
12月  8日（土） 労働問題
  1月12日（土） 賃貸借
  2月  9日（土） 成年後見
  3月  9日（土） 建築に関する紛争

▽時間　午後1時〜 3時まで

▽ところ　奈良弁護士会館
　　　　（奈良市中筋町22-1）

▽申込方法  ハガキ・ＦＡＸ（ 0742-
23-8319）に、希望講座・郵便番号・
住所・氏名（ふりがな）・電話番号を
記入して、奈良弁護士会（〒630-
8237 奈良市中筋町22-1）まで

〔奈良弁護士会  ☎0742-22-2035〕
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　大雪の除雪やなだれでの事故が多い冬でし
た。東日本大震災から１年。自然災害に、高齢化。
だれもが今まで以上に助け合いを必要とする時

代です。今年も、みんなで高田川の桜をめでましょう。（Y）
　ミドリフグを飼育しています。見た目はミニサイズのフグそのもの

ですが、大きくなりませんし、食べられません。小さなヒレを一生懸命動か
して泳ぐ姿に癒されます。見た目と違い凶暴な性格のため、多頭飼いが
できず、ただいま大きな水槽の中で１匹優雅に泳いでいます。（Ｔ)
　何かで読んだ、運動を長続きさせるコツ。①義務にならないよう、楽し
むこと、②目標を立てること、③一緒にできる仲間を作ること…。どれも

「なるほど」と思わされますが、個人的に追加したいのは、「④自分への
ごほうびを用意すること」（K）
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大和高田市
市民憲章

　　　　　大和高田市役所
TEL.22-1101　FAX.52-2801
中央公民館 TEL.22-1315 FAX22-1316
土庫公民館 TEL.23-3560
菅原公民館 TEL.23-3561
陵西公民館 TEL.23-3562
さざんかホール TEL.53-8200 FAX.53-8201
図　書　館 TEL.52-3424 FAX52-9415
水道部門 TEL.52-1365 FAX23-3850

総合福祉会館 TEL.23-0789 FAX24-2730
社会福祉協議会 TEL.23-5426 FAX23-2298
クリーンセンター
企画整備課 TEL.52-1600 FAX52-1685
美化推進課 TEL.53-5383
保健センター TEL.23-6661 FAX23-6660
市立病院 TEL.53-2901 FAX53-2908
青少年課 TEL.23-1322 FAX23-2344

生涯学習課 TEL.53-6264 FAX53-6364
葛城コミュニティセンター TEL.23-8001 FAX23-8001
総合体育館 TEL.22-8862 FAX22-8863
総合公園 TEL.52-4700 FAX52-4701
さくら荘 TEL.23-4126 FAX23-8535
下水道課 TEL.52-1258 FAX52-1295

高田消防署 TEL.25-0119 FAX22-4565
高田警察署 TEL.22-0110 FAX22-2292
JR 西日本 TEL.0570-00-2486

近鉄大和高田駅 TEL.52-2414
近鉄高田市駅 TEL.53-2531

困っていることや心配事など、ご相談ください。
相談は無料で、秘密は守られます。
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◆消費生活相談（要予約）   毎週月・火・木・金曜日　午前10時〜正午  
　　　　　　　　　　　　　午後1時〜 4時　消費生活センター (☎ 22-1101)
◆人権相談・行政相談　毎月第4火曜日　午後1時〜4時　
　　　　　　　　　　　於：総合福祉会館　広報広聴係(☎ 22-1101)
◆中小企業金融相談・中小企業経営相談　　随時　産業振興課(☎ 22-1101)
◆母子相談　月･水･金曜日 午前8時30分〜午後5時15分 児童福祉係(☎22-1101)
◆心配ごと相談　第2・4金曜日　午後1時〜4時　社会福祉協議会(☎ 23-2298）
◆法律相談（要予約）　毎月第2・3火曜日　午後1時〜4時　
　　　　　　　　     社会福祉協議会(☎ 23-5426）
◆司法書士の法律相談（要予約）　毎週月曜日　午後1時〜4時　
　　　　　　　　     社会福祉協議会(☎ 23-5426）
◆生活相談　毎月第2・3・4水曜日　午後1時〜4時　
　　　※事前にお問い合わせください。社会福祉協議会(☎ 23-5426）
◆成人健康・栄養相談（要予約）　毎月1回、所定の日　
　　　　　　　　　　　午前9時〜10時　保健センター(☎ 23-6661)
◆子育てホットライン・健康ホットライン　毎日　午前9時〜正午　午後1時
　　〜5時（土・日・祝日・年末年始を除く）保健センター(☎ 23-6661)
◆教育ガイダンス　毎週月・火・木・金曜日  午前9時〜午後4時  青少年センター(☎ 23-1322)
◆家庭児童相談　毎週月〜金曜日　午前8時30分〜午後5時15分　家庭児童相談室 (☎ 23-1195)
◆女性相談（要予約）　第1火曜日･第3金曜日　午前9時15分〜午後0時5分
　　　　　人権施策課(☎22-1101)
◆住まいづくり相談（第1水曜〜第2水曜の間に予約：定員4名）
　　　　　  第3水曜日　午後1時〜4時10分　　建築住宅課(☎ 22-1101)
◆税理士による税務相談　2月・3月を除く毎月第3金曜日　午後1時〜 4時
　　　　　　　　　　於：総合福祉会館　近畿税理士会葛城支部(☎22-5288)
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